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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弁作用金属または弁作用金属を主成分とした合金からなる陽極と、
　前記陽極の表面上に形成される誘電体層と、
　前記誘電体層の上に設けられる３層の導電性高分子層からなる電解質層と、
　前記電解質層の上に設けられる陰極層とを備える固体電解コンデンサであって、
　前記誘電体層に接する第１の導電性高分子層にポリエチレングリコールが含有されてお
り、前記陰極層に接する第２の導電性高分子層にポリエチレングリコールが含有されてお
り、前記第１の導電性高分子層と第２の導電性高分子層の間に設けた第３の導電性高分子
層にはポリエチレングリコールが含有されていないことを特徴とする固体電解コンデンサ
。
【請求項２】
　前記第１の導電性高分子層及び／又は前記第２の導電性高分子層における前記ポリエチ
レングリコールの平均分子量が、１００以上１０００未満の範囲内であることを特徴とす
る請求項１に記載の固体電解コンデンサ。
【請求項３】
　前記第２の導電性高分子層中の前記ポリエチレングリコールの含有量が、０．０１～１
．０重量％の範囲内であることを特徴とする請求項１又は２に記載の固体電解コンデンサ
。
【請求項４】
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　前記第１の導電性高分子層中の前記ポリエチレングリコールの含有量が、０．００１～
０．０５重量％の範囲内であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の固
体電解コンデンサ。
【請求項５】
　弁作用金属または弁作用金属を主成分とした合金からなる陽極と、
　前記陽極の表面上に形成される誘電体層と、
　前記誘電体層の上に設けられる少なくとも２層以上の導電性高分子層からなる電解質層
と、
　前記電解質層の上に設けられる陰極層とを備える固体電解コンデンサであって、
　前記陰極層に接する前記導電性高分子層がポリグリセリンを含有していることを特徴と
する固体電解コンデンサ。
【請求項６】
　前記陰極層に接する前記導電性高分子層がポリエチレングリコールを含有していないこ
とを特徴とする請求項５に記載の固体電解コンデンサ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弁作用金属または弁作用金属を主成分とする合金からなる陽極を用いた固体
電解コンデンサに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　固体電解コンデンサは、タンタルやニオブなどの弁作用金属からなる陽極を陽極酸化す
ることにより、その表面に主に酸化物からなる誘電体層を形成し、その誘電体層の上に電
解質層を形成し、その上に陰極層を形成することにより構成されている。近年、携帯機器
の小型化・高性能化に伴い、固体電解コンデンサの等価直列抵抗（ＥＳＲ）の低減化が市
場から強く望まれている。
【０００３】
　ＥＳＲを低減する方法として、電解質層を導電性高分子から形成することが提案されて
いる。特許文献１においては、ポリチオフェンまたはその誘導体からなる第１の導電性高
分子層を形成し、その上にポリピロールまたはその誘電体からなる第２の導電性高分子層
を形成することが提案されている。
【０００４】
　しかしながら、導電性高分子からなる電解質層を形成した固体電解コンデンサにおいて
は、高温条件下で保存した場合に、ＥＳＲが増大するという問題があった。
【特許文献１】特開平１０－３２１４７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、高温条件下での保存特性に優れた固体電解コンデンサを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願の第１の発明は、弁作用金属または弁作用金属を主成分とした合金からなる陽極と
、陽極の表面上に形成される誘電体層と、誘電体層の上に設けられる３層の導電性高分子
層からなる電解質層と、電解質層の上に設けられる陰極層とを備える固体電解コンデンサ
であって、誘電体層に接する第１の導電性高分子層にポリエチレングリコールが含有され
ており、陰極層に接する第２の導電性高分子層にポリエチレングリコールが含有されてお
り、第１の導電性高分子層と第２の導電性高分子層の間に設けた第３の導電性高分子層に
はポリエチレングリコールが含有されていないことを特徴としている。
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【０００７】
　本願の第１の発明においては、電解質層を３層の導電性高分子層から形成し、陰極層に
接する導電性高分子層にポリエチレングリコールを含有させている。陰極層に接する導電
性高分子層に、ポリエチレングリコールを含有させることにより、この導電性高分子層と
陰極層との密着性が向上し、高温条件下で保存した場合におけるＥＳＲの増大を抑制する
ことができる。従って、本発明によれば、高温条件下での保存特性に優れた固体電解コン
デンサとすることができる。
 
【０００８】
　本願の第１の発明において、誘電体層に接する導電性高分子層にもポリエチレングリコ
ールが含有されている。誘電体層と接する導電性高分子層にポリエチレングリコールが含
有されることにより、高温条件下で保存した場合における静電容量の低下も抑制すること
ができる。従って、高温条件下での保存した場合におけるＥＳＲの増大及び静電容量の低
下を抑制することができ、高温条件下での保存特性に優れた固体電解コンデンサとするこ
とができる。また、陰極層に接する導電性高分子層と誘電体層に接する導電性高分子層と
の間に配置される導電性高分子層には、ポリエチレングリコールが含有されていない。こ
れにより、ＥＳＲの増大及び静電容量の低下をより抑制することができる。
 
【００１０】
　第１の導電性高分子層及び／又は第２の導電性高分子層におけるポリエチレングリコー
ルの平均分子量は１００以上１０００未満であることが好ましい。また、ポリエチレング
リコール鎖を有する非イオン性界面活性剤を用いる場合、ポリエチレングリコール鎖の部
分の平均分子量が１００以上１０００未満であることが好ましい。平均分子量を上記の範
囲内とすることにより、高温条件下での保存特性がさらに優れた固体電解コンデンサを得
ることができる。
 
【００１１】
　第２の導電性高分子層中のポリエチレングリコールの含有量は、０．０１～１．０重量
％の範囲内であることが好ましい。含有量をこのような範囲内とすることにより、陰極層
と導電性高分子層との密着性をさらに高めることができ、高温条件下で保存した場合にお
けるＥＳＲの増大をより抑制することができる。
 
【００１２】
　また、第１の導電性高分子層にポリエチレングリコールを含有させる場合に、ポリエチ
レングリコールの含有量は０．００１～０．０５重量％の範囲内であることが好ましい。
含有量をこのような範囲内とすることにより、誘電体層と導電性高分子層との密着性を高
めることができ、高温条件下で保存した場合における静電容量の低下をさらに抑制するこ
とができる。
 
【００１３】
　本願の第２の発明は、弁作用金属または弁作用金属を主成分とした合金からなる陽極と
、陽極の表面上に形成される誘電体層と、誘電体層の上に設けられる少なくとも２層以上
の導電性高分子層からなる電解質層と、電解質層の上に設けられる陰極層とを備える固体
電解コンデンサであって、陰極層に接する導電性高分子層がポリグリセリンを含有してい
ることを特徴としている。
　陰極層に接する導電性高分子層がポリエチレングリコールを含有していないことが好ま
しい。
 
【００１４】
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　本発明において、陽極を形成する弁作用金属としては、固体電解コンデンサに用いるこ
とができるものであれば限定されるものではないが、例えば、タンタル、ニオブ、チタン
、アルミニウム、ハフニウム、ジルコニウム等が挙げられる。これらの中でも、誘電体で
ある酸化物が高温でも比較的安定であるタンタル、ニオブ、アルミニウム、チタンが特に
好ましい。
【００１５】
　また、弁作用金属を主成分とする合金としては、タンタルとニオブ等の２種類以上から
なる弁作用金属同士の合金が挙げられる。
【００１６】
　本発明における導電性高分子層の形成方法は特に限定されるものではなく、化学重合法
または電解重合法により形成することができる。誘電体層に接する導電性高分子層は、化
学重合法により形成されることが好ましい。また、陰極層に接する導電性高分子層は、電
解重合法により形成されることが好ましい。また、これら以外の導電性高分子層は、電解
重合法により形成されることが好ましい。
【００１７】
　陰極層としては、固体電解コンデンサに用いるものであれば特に限定されるものではな
いが、一般には、カーボン層及び銀ペースト層を積層して形成される。カーボン層は、例
えばカーボンペーストを塗布した後、これを乾燥させることにより形成することができる
。銀ペースト層は、銀ペーストを塗布した後、これを乾燥させることにより形成すること
ができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明により、導電性高分子層と陰極層との密着性を高めることができ、高温条件下で
保存した場合におけるＥＳＲの増大を抑制することができる。従って、高温条件下での保
存特性を高めることができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施形態に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施形態
に何ら限定されるものではなく、その要旨を変更しない限りにおいて、適宜変更して実施
することが可能なものである。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態の固体電解コンデンサを示す模式的断面図である。本実施
形態においては、電解質層４が、第１及び第２の導電性高分子層４ａ及び４ｂの２層から
形成されている。
【００２１】
　図１に示すように、陽極２には、陽極リード１が埋設されている。陽極２は、弁作用金
属または弁作用金属を主成分とする合金からなる粉末を成形し、この成形体を焼結するこ
とにより作製されている。従って、陽極２は、多孔質体から形成されている。同図におい
て図示されていないが、この多孔質体には、その内部から外部に連通する微細な孔が多数
形成されている。このように作製された陽極２は、本実施形態において外形が略直方体と
なるよう作製されている。
【００２２】
　陽極２の表面には、誘電体層３が形成されている。誘電体層３は、陽極２の孔の表面上
にも形成されている。図１においては、陽極２の外周側に形成された誘電体層３を模式的
に示しており、上述の多孔質体の孔の表面に形成された誘電体層は図示していない。
【００２３】
　誘電体層３の表面上には、陽極２側から順に第１の導電性高分子層４ａ及び第２の導電
性高分子層４ｂが形成されている。これらの第１及び第２の導電性高分子層４ａ及び４ｂ
は、陽極２の孔の表面上の誘電体層３の上にも形成されている。第１の導電性高分子層４
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ａ及び第２の導電性高分子層４ｂにより電解質層４が構成されている。
【００２４】
　第２の導電性高分子層４ｂの上には、カーボン層５が形成され、カーボン層５の上には
、銀ペースト層６が形成されている。カーボン層５と銀ペースト層６から陰極層が構成さ
れている。このように陰極層を形成することにより、第２の導電性高分子層４ｂが陰極層
と接している。
【００２５】
　銀ペースト層６の上には、導電性接着剤層７を介して、陰極端子９が接続されている。
また、陽極リード１には、陽極端子８が接続されている。陽極端子８及び陰極端子９の端
部が、外部に引き出されるように、モールド外装樹脂１０が形成されている。
【００２６】
　本実施形態の固体電解コンデンサにおいては、陰極層を構成するカーボン層５に接する
第２の導電性高分子層４ｂに非イオン性界面活性剤が含有されている。第２の導電性高分
子層４ｂに非イオン性界面活性剤が含有されることにより、陰極層を構成するカーボン層
５と第２の導電性高分子層４ｂとの密着性を向上させることができ、高温条件下で保存し
た場合におけるＥＳＲの増大を抑制することができる。
【００２７】
　図２は、本発明の他の実施形態の固体電解コンデンサを示す模式的断面図である。本実
施形態においては、電解質層４が、第１、第２及び第３の導電性高分子層４ａ、４ｂ及び
４ｃの３層から形成されている。
【００２８】
　図２に示すように、誘電体層３の表面上には、第１の導電性高分子層４ａ、第３の導電
性高分子層４ｃ、及び第２の導電性高分子層４ｂの順でそれぞれが形成されている。この
ように、第１、第２及び第３の導電性高分子層４ａ、４ｂ及び４ｃにより電解質層４が構
成されている。第２の導電性高分子層４ｂの上には、カーボン層５が形成され、カーボン
層５の上には図１に示す実施形態と同様に、銀ペースト層６が形成されている。カーボン
層５と銀ペースト層６から陰極層が構成されている。このように陰極層を形成することに
より、第２の導電性高分子層４ｂが陰極層と接している。その他の構成については、図１
に示す実施形態と同様であるので、同一の参照番号を付して説明を省略する。
【００２９】
　本実施形態においては、陰極層を構成するカーボン層５に接する第２の導電性高分子層
４ｂに、非イオン性界面活性剤が含有されている。第２の導電性高分子層４ｂに非イオン
性界面活性剤が含有されることにより、陰極層を構成するカーボン層５と第２の導電性高
分子層４ｂとの密着性が向上し、高温条件下で保存した場合におけるＥＳＲの増大を抑制
することができる。
【００３０】
　また、本実施形態においては、誘電体層３と接する第１の導電性高分子層４ａに、非イ
オン性界面活性剤が含有されていることが好ましい。第１の導電性高分子層４ａに非イオ
ン性界面活性剤が含有させることにより、誘電体層３と第１の導電性高分子層４ａとの密
着性が向上し、高温条件下で保存した場合における静電容量の低下を抑制することができ
る。
【実施例】
【００３１】
　以下、具体的な実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例
に限定されるものではなく、その要旨を変更しない限りにおいて、適宜変更して実施する
ことが可能なものである。
【００３２】
　〔予備実験〕
　ピロールを２モル／リットル、ナフタレンスルホン酸を０．１モル／リットル、ポリエ
チレングリコール（ＰＥＧ：平均分子量４００）を、モノマーであるピロールに対し約０
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．０２重量％となるように含有させたアセトニトリル溶液を調製した。このアセトニトリ
ル溶液中に白金板を浸漬し、この白金板に約１ｍＡの電流を５時間通電し、電解重合法に
より白金板上にポリピロール（ＰＰｙ）からなる導電性高分子層を形成した。得られた導
電性高分子層のポリピロール中におけるポリエチレングリコールの含有量を、ガスクロマ
トグラフィー法により定量分析した。その結果、約０．０２重量％のポリエチレングリコ
ールがポリピロールからなる導電性高分子層に含有されていた。　
【００３３】
　以上の結果から、モノマー中に含有させた非イオン性界面活性剤の濃度と同様の濃度で
、導電性高分子層中に非イオン性界面活性剤が含有されることが確認された。
【００３４】
　〔実験１〕
（参考例１）
＜ステップ１＞
　平均粒子径約２μｍのニオブ粉末を用い、ニオブからなるリード線を埋設させた成形体
を作製し、この成形体を約１４００℃で焼結させることにより、ニオブからなる陽極リー
ドを埋設させた多孔質焼結体からなる陽極を作製した。この陽極を、約６０℃に保持した
約０．１重量％のリン酸水溶液中で、約２０Ｖの定電圧で、約１０時間陽極酸化して、陽
極の表面に主に酸化ニオブからなる誘電体層を形成した。
 
【００３５】
　＜ステップ２＞
　ステップ１で作製したものを約２モル／リットルのエチレンジオキシチオフェン水溶液
中に約１０分間浸漬した。その後、酸化剤として約０．５モル／リットルの過硫酸アンモ
ニウムを含む水溶液に約１０分間浸漬し、化学重合法によりエチレンジオキシチオフェン
を重合させて、ポリエチレンジオキシチオフェン（ＰＥＤＯＴ）からなる第１の導電性高
分子層を誘電体層上に形成した。
【００３６】
　＜ステップ３＞
　次に、ピロールを約２モル／リットル、ナフタレンスルホン酸を約０．１モル／リット
ル、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ：平均分子量４００）をモノマーであるピロールに
対し約０．０２重量％含有したアセトニトリル溶液を調製し、このアセトニトリル溶液中
にステップ２で作製した陽極を浸漬し、陽極に約１ｍＡの電流を約５時間通電して、電解
重合法によりポリエチレングリコールを含むポリピロール（ＰＰｙ）からなる第２の導電
性高分子層を、ポリエチレンジオキシチオフェン（ＰＥＤＯＴ）からなる第１の導電性高
分子層の上に形成した。
【００３７】
　＜ステップ４＞
　次に、ステップ３で形成したポリピロールからなる第２の導電性高分子層の上に、カー
ボンペーストを塗布した後乾燥してカーボン層を形成した。またカーボン層の上に銀ペー
スト層を塗布した後乾燥し、銀ペースト層を形成した。銀ペースト層の上に導電性接着剤
層を介して陰極端子を接続すると共に、陽極リード線に陽極端子を接続し、その後モール
ド樹脂を被覆して、固体電解コンデンサＡ１を作製した。
【００３８】
　（参考例２）
　参考例１のステップ２において、エチレンジオキシチオフェン水溶液の代わりにピロー
ル水溶液を用いる以外は、参考例１と同様にして、固体電解コンデンサＡ２を作製した。
 
【００３９】
　（参考例３）
　参考例１のステップ２において、約２モル／リットルのエチレンジオキシチオフェン及
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びモノマーであるエチレンジオキシチオフェンに対し約０．０２重量％のポリエチレング
リコール（ＰＥＧ：平均分子量４００）を用い、ポリエチレングリコールを含有するポリ
エチレンジオキシチオフェンからなる第１の導電性高分子層を形成する以外は、参考例１
と同様にして固体電解コンデンサＡ３を作製した。
 
【００４０】
　（実施例４）
　＜ステップ１＞
　平均粒子径約２μｍのニオブ粉末を用い、ニオブからなるリード線を埋設した成形体を
作製し、この成形体を約１４００℃で焼結することにより、陽極リードを埋設させた多孔
質焼結体からなる陽極を作製した。この陽極を、約６０℃に保持した約０．１重量％のリ
ン酸水溶液中で、約２０Ｖの定電圧で約１０時間陽極酸化して、陽極の表面に、主に酸化
ニオブからなる誘電体層を形成した。
【００４１】
　＜ステップ２＞
　ステップ１で作製した陽極を、約２モル／リットルのエチレンジオキシチオフェン、及
びモノマーであるエチレンジオキシチオフェンに対し約０．０２重量％のポリエチレング
リコール（ＰＥＧ：平均分子量４００）を含有させた水溶液中に約１０分間浸漬した。そ
の後、酸化剤として、約０．５モル／リットルの過硫酸アンモニウムを含む水溶液に約１
０分間浸漬し、化学重合法によりエチレンジオキシチオフェンを重合させて、ポリエチレ
ングリコール（ＰＥＧ）を含むポリエチレンジオキシチオフェン（ＰＥＤＯＴ）からなる
第１の導電性高分子層を誘電体層の上に形成した。
【００４２】
　＜ステップ３＞
　次に、ピロールを約２モル／リットル、ナフタレンスルホン酸を約０．１モル／リット
ル含むアセトニトリル溶液を調製した。このアセトニトリル溶液に、ステップ２の後の陽
極を浸漬し、陽極に約１ｍＡの電流を約５時間通電し、電解重合法により、ポリピロール
（ＰＰｙ）からなる第３の導電性高分子層を、ステップ２で形成したポリエチレンジオキ
シチオフェン（ＰＥＤＯＴ）からなる第１の導電性高分子層の上に形成した。
【００４３】
　＜ステップ４＞
　ピロールを約２モル／リットル、ナフタレンスルホン酸を約０．１モル／リットル、及
びモノマーであるピロールに対し約０．０２重量％のポリエチレングリコール（ＰＥＧ：
平均分子量４００）を含有したアセトニトリル溶液を調製した。このアセトニトリル溶液
に、ステップ３の後の陽極を浸漬し、陽極に約１ｍＡの電流を約５時間通電し、電解重合
法によりポリエチレングリコールを含むポリピロール（ＰＰｙ）からなる第２の導電性高
分子層を、ステップ３で形成したポリピロール（ＰＰｙ）からなる第３の導電性高分子層
の上に形成した。
【００４４】
　＜ステップ５＞
　次に、ステップ４で形成したポリエチレングリコールを含むポリピロール（ＰＰｙ）か
らなる第２の導電性高分子層の上に、カーボンペーストを塗布した後乾燥し、カーボン層
を形成した。次に、カーボン層の上に、銀ペーストを塗布した後乾燥し、銀ペースト層を
形成した。銀ペースト層に導電性接着剤層を介して陽極端子を接続するとともに、陽極リ
ードに陽極端子を接続し、その後モールド樹脂を被覆して、固体電解コンデンサＡ４を作
製した。
【００４５】
　（参考例５）
　実施例４のステップ２において、ポリエチレングリコールを含まないエチレンジオキシ
チオフェン溶液を用いてポリエチレンジオキシチオフェン（ＰＥＤＯＴ）からなる第１の
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導電性高分子層を形成する以外は、実施例４と同様にして、固体電解コンデンサＡ５を作
製した。
 
【００４６】
　（実施例６）
　実施例４のステップ２において、エチレンジオキシチオフェン水溶液の代わりに、ピロ
ール水溶液を用い、ポリエチレングリコールを含むポリピロールからなる第１の導電性高
分子層を形成する以外は、実施例４と同様にして、固体電解コンデンサＡ６を作製した。
【００４７】
　（参考例７）
　実施例４のステップ３において、モノマー水溶液に、モノマーに対し、約０．０２重量
％のポリエチレングリコール（ＰＥＧ：平均分子量４００）を含有させることにより、ポ
リエチレングリコールを含有したポリピロール（ＰＰｙ）からなる第３の導電性高分子層
を形成する以外は、実施例４と同様にして、固体電解コンデンサＡ７を作製した。
 
【００４８】
　（比較例１）
　参考例１のステップ３において、ポリエチレングリコールを含まないピロール溶液を用
いて第２の導電性高分子層を形成する以外は、参考例１と同様にして、固体電解コンデン
サＸ１を作製した。
 
【００４９】
　（比較例２）
　参考例１のステップ２において、エチレンジオキシチオフェン水溶液の代わりにピロー
ル水溶液を用い、ステップ３においてポリエチレングリコールを含まないピロール溶液を
用いた以外は、参考例１と同様にして固体電解コンデンサＸ２を作製した。
 
【００５０】
　（比較例３）
　実施例４のステップ２及びステップ４において、ポリエチレングリコールを添加してい
ないエチレンジオキシチオフェン溶液またはピロール水溶液を用い、ポリエチレングリコ
ールを含有していない第１及び第２の導電性高分子層をステップ２及びステップ４におい
て形成する以外は、実施例４と同様にして固体電解コンデンサＸ３を作製した。
【００５１】
　（比較例４）
　実施例４のステップ４において、ピロールのモノマーにポリエチレングリコールを添加
せず、ポリエチレングリコールを含まないポリピロール（ＰＰｙ）からなる第２の導電性
高分子層を形成する以外は、実施例４と同様にして固体電解コンデンサＸ４を作製した。
【００５２】
　〔分析〕
　導電性高分子層中にポリエチレングリコールが含有されていることについては、フーリ
エ変換型赤外分光光度計（ＦＴ－ＩＲ）を用いた反射法による赤外吸収測定により確認し
た。また、各導電性高分子層中のポリエチレングリコールの含有量は、予備実験からの推
定値である。
【００５３】
　〔長期信頼性実験〕
　各実施例、各参考例及び各比較例で作製した固体電解コンデンサを、約１０５℃中に約
５００時間保存する試験を行った。固体電解コンデンサのＥＳＲの初期値を１００％とし
、ＥＳＲの増大率を以下のようにして算出した。なお、ＥＳＲは、周波数約１００ｋＨｚ
でＬＣＲメーターを用いて測定した。
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【００５４】
　ＥＳＲ増大率（％）＝（保存試験後のＥＳＲ値／保存試験前のＥＳＲ値）×１００
　また、静電容量の初期の値を１００％とし、静電容量維持率を以下のようにして算出し
た。なお、静電容量は、周波数約１２０ＨｚでＬＣＲメーターを用いて測定した。
【００５５】
　　静電容量維持率（％）＝（保存試験後の静電容量／保存試験前の静電容量）×１００
　　測定結果を表１に示す。
【００５６】
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【表１】

【００５７】
　固体電解コンデンサＡ１～Ａ３及びＸ１～Ｘ２は、電解質層として２層の導電性高分子
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層を形成している。また、固体電解コンデンサＡ４～Ａ７及びＸ３～Ｘ４は、電解質層と
して、３層の導電性高分子層を形成している。
【００５８】
　参考例の固体電解コンデンサＡ１～Ａ３と比較例の固体電解コンデンサＸ１～Ｘ２との
比較、並びに実施例の固体電解コンデンサＡ４・Ａ６及び参考例Ａ５・Ａ７と比較例の固
体電解コンデンサＸ３～Ｘ４との比較から明らかなように、本発明に従い、陰極層に接す
る第２の導電性高分子層に非イオン性界面活性剤を含有させることにより、高温条件下で
の保存試験後のＥＳＲ増大率を抑制できることがわかる。
 
【００５９】
　また、電解質層を３層の導電性高分子層から形成する場合、固体電解コンデンサＡ４と
Ａ５の比較から明らかなように、誘電体層と接する第１の導電性高分子層に非イオン性界
面活性剤を含有させることにより、高温条件下での保存特性における静電容量の低下を抑
制できることがわかる。
【００６０】
　また、固体電解コンデンサＡ４とＡ６の比較から、誘電体層に接する第１の導電性高分
子層はポリエチレンジオキシチオフェン（ＰＥＤＯＴ）から形成することが好ましいこと
がわかる。
【００６１】
　また、固体電解コンデンサＡ４とＡ７の比較から、導電性高分子層を３層以上形成する
場合、誘電体層に接する第１の導電性高分子層と、陰極層に接する第２の導電性高分子層
の間に配置される第３の導電性高分子層には、非イオン性界面活性剤を含有させないこと
が好ましいことがわかる。
【００６２】
　〔実験２〕
　（実施例８～２３）
　ここでは、非イオン性界面活性剤の含有量について検討した。実施例４のステップ４に
おいて、ポリエチレングリコールの含有量を、約０．００５重量％、約０．０１重量％、
約０．０５重量％、約０．１０重量％、約０．５０重量％、約１．００重量％、約１．２
０重量％、及び約１．５０重量％にそれぞれ変化させた以外には、実施例４と同様にして
、固体電解コンデンサＢ１～Ｂ８を作製した。
【００６３】
　また、実施例４のステップ２において、ポリエチレングリコールの含有量を、約０．０
００５重量％、約０．００１重量％、約０．００５重量％、約０．０１０重量％、約０．
０３０重量％、約０．０５０重量％、約０．０７０重量％、及び約０．１０重量％にそれ
ぞれ変化させた以外は、実施例４と同様にして、固体電解コンデンサＢ９～Ｂ１６を作製
した。
【００６４】
　得られた固体電解コンデンサＢ１～Ｂ１６について、上記と同様にして、長期信頼性試
験を行い、ＥＳＲの増大率及び静電容量の維持率を測定した。測定結果を表２及び表３に
示す。なお、表２及び表３には、固体電解コンデンサＡ４の測定結果を併せて示している
。
【００６５】
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【表２】

【００６６】
【表３】

【００６７】
　表２及び表３に示すように、固体電解コンデンサＢ１～Ｂ１６は、表１に示す比較例の
固体電解コンデンサＸ３に比べ、ＥＳＲの増大率が抑制されており、静電容量の維持率が
高くなっている。従って、高温条件下において良好な保存特性を示しており、長期信頼性
において優れていることがわかる。
【００６８】
　特に、表２に示すように、陰極層側の第２の導電性高分子層中（陰極層に接する第２の
導電性高分子層）における非イオン性界面活性剤の含有量が、約０．０１重量％～約１．
０重量％である範囲において、特に低いＥＳＲ増大率が得られており、高温保存特性すな
わち長期信頼性において特に優れていることがわかる。
【００６９】
　また、表３に示す結果から明らかなように、誘電体層上の第１の導電性高分子層（誘電
体層に接する第１の導電性高分子層）中における非イオン性界面活性剤の含有量が、約０
．００１重量％～約０．０５重量％である範囲内において、ＥＳＲの増大率が低く、静電
容量維持率がさらに高くなっており、高温保存特性すなわち長期信頼性において特に優れ
ていることがわかる。
【００７０】
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　〔実験３〕
　（実施例２４～３５）
　ここでは、非イオン性界面活性剤の種類について検討した。
【００７１】
　（参考例２４）
　実施例４のステップ２において、誘電体層上の第１の導電性高分子層を形成する溶液と
して、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０２重量％
のポリグリセリン（ＰＧ：平均分子量４００）を含む溶液を用いて誘電体層上の第１の導
電性高分子層を形成する以外は、実施例４と同様にして固体電解コンデンサＣ１を作製し
た。
 
【００７２】
　（参考例２５）
　実施例４のステップ２において、誘電体層上の第１の導電性高分子層を形成する溶液と
して、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０２重量％
のポリビニルアルコール（ＰＶＡ：平均分子量４００）を含む溶液を用いて誘電体層上の
第１の導電性高分子層を形成する以外は、実施例４と同様にして、固体電解コンデンサＣ
２を作製した。
 
【００７３】
　（参考例２６）
　実施例４のステップ２において、誘電体層上の第１の導電性高分子層を形成する溶液と
して、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０２重量％
のポリエチレングリコールモノオレイルエーテル（ＰＥＧＭＯＥ：平均分子量４００）を
含む溶液を用いて誘電体層上の第１の導電性高分子層を形成する以外は、実施例４と同様
にして、固体電解コンデンサＣ３を作製した。
 
【００７４】
　（参考例２７）
　実施例４のステップ２において、誘電体層上の第１の導電性高分子層を形成する溶液と
して、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０２重量％
のポリエチレングリコールモノラウリルエーテル（ＰＥＧＭＬＥ：平均分子量４００）を
含む溶液を用いて誘電体層上の第１の導電性高分子層を形成する以外は、実施例４と同様
にして、固体電解コンデンサＣ４を作製した。
 
【００７５】
　（参考例２８）
　実施例４のステップ２において、誘電体層上の第１の導電性高分子層を形成する溶液と
して、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０２重量％
のポリエチレングリコールモノステアレート（ＰＥＧＭＳ：平均分子量４００）を含む溶
液を用いて誘電体層上の第１の導電性高分子層を形成する以外は、実施例４と同様にして
、固体電解コンデンサＣ５を作製した。
 
【００７６】
　（実施例２９）
　実施例４のステップ２において、誘電体層上の第１の導電性高分子層を形成する溶液と
して、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０１重量％
のポリエチレングリコール（ＰＥＧ：平均分子量４００）及び約０．０１重量％のポリグ
リセリン（ＰＧ：平均分子量４００）を含む溶液を用いて誘電体層上の第１の導電性高分
子層を形成する以外は、実施例４と同様にして、固体電解コンデンサＣ６を作製した。
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【００７７】
　（実施例３０）
　実施例４のステップ４において、陰極層側の第２の導電性高分子層を形成する溶液とし
て、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０２重量％の
ポリグリセリン（ＰＧ：平均分子量４００）を含む溶液を用いて陰極層側の第２の導電性
高分子層を形成する以外は、実施例４と同様にして、固体電解コンデンサＣ７を作製した
。
【００７８】
　（参考例３１）
　実施例４のステップ４において、陰極層側の第２の導電性高分子層を形成する溶液とし
て、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０２重量％の
ポリビニルアルコール（ＰＶＡ：平均分子量４００）を含む溶液を用いて陰極層側の第２
の導電性高分子層を形成する以外は、実施例４と同様にして、固体電解コンデンサＣ８を
作製した。
 
【００７９】
　（参考例３２）
　実施例４のステップ４において、陰極層側の第２の導電性高分子層を形成する溶液とし
て、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０２重量％の
ポリエチレングリコールモノオレイルエーテル（ＰＥＧＭＯＥ：平均分子量４００）を含
む溶液を用いて陰極層側の第２の導電性高分子層を形成する以外は、実施例４と同様にし
て、固体電解コンデンサＣ９を作製した。
 
【００８０】
　（参考例３３）
　実施例４のステップ４において、陰極層側の第２の導電性高分子層を形成する溶液とし
て、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０２重量％の
ポリエチレングリコールモノラウリルエーテル（ＰＥＧＭＬＥ：平均分子量４００）を含
む溶液を用いて陰極層側の第２の導電性高分子層を形成する以外は、実施例４と同様にし
て、固体電解コンデンサＣ１０を作製した。
 
【００８１】
　（参考例３４）
　実施例４のステップ４において、陰極層側の第２の導電性高分子層を形成する溶液とし
て、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０２重量％の
ポリエチレングリコールモノステアレート（ＰＥＧＭＳ：平均分子量４００）を含む溶液
を用いて陰極層側の第２の導電性高分子層を形成する以外は、実施例４と同様にして、固
体電解コンデンサＣ１１を作製した。
 
【００８２】
　（実施例３５）
　実施例４のステップ４において、陰極層側の第２の導電性高分子層を形成する溶液とし
て、ポリエチレングリコールを含む溶液の代わりに、モノマーに対し約０．０１重量％の
ポリエチレングリコール（ＰＥＧ：平均分子量４００）及び約０．０１重量％のポリグリ
セリン（ＰＧ：平均分子量４００）を含む溶液を用いて陰極層側の第２の導電性高分子層
を形成する以外は、実施例４と同様にして、固体電解コンデンサＣ１２を作製した。
【００８３】
　以上のようにして得られた各固体電解コンデンサについて、上記と同様にして、長期信
頼性試験を行い、ＥＳＲの増大率及び静電容量の維持率を測定した。測定結果を表４に示
す。
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【００８４】
【表４】
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【００８５】
　表４に示すように、非イオン性界面活性剤として、ＰＥＧの代わりに、ＰＧ、ＰＶＡ、
ＰＥＧＭＯＥ、ＰＥＧＭＬＥ、ＰＥＧＭＳ等を用いても、ＰＥＧの場合と同様に、ＥＳＲ
の増大率を抑制できることができ、静電容量の低下を抑制できることがわかる。また、表
４に示す結果から、非イオン性界面活性剤としては、ＰＥＧ及びＰＧが特に好ましいこと
がわかる。
【００８６】
　〔実験４〕
　（実施例３６～５３）
　ここでは、非イオン性界面活性剤の分子量について検討した。
【００８７】
　表５は、実施例４において、陰極層側の第２の導電性高分子層に含有させるポリエチレ
ングリコールの平均分子量を、８０、１００、２００、３００、６００、８００、９００
、１０００、及び２０００に変化させた固体電解コンデンサＤ１～Ｄ９の長期信頼性試験
結果を示している。表５には、固体電解コンデンサＡ４の結果も併せて示している。
【００８８】
　表６は、実施例４において、誘電体層側の第１の導電性高分子層に含有させるポリエチ
レングリコールの平均分子量を、８０、１００、２００、３００、６００、８００、９０
０、１０００、及び２０００に変化させた固体電解コンデンサＤ１０～Ｄ１８の長期信頼
性試験結果を示している。なお、表５には、固体電解コンデンサＡ４の結果を併せて示し
ている。
【００８９】
【表５】

【００９０】
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【表６】

【００９１】
　表５及び表６に示す結果から明らかなように、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）の平
均分子量は１００以上１０００未満の範囲において、ＥＳＲの増大及び静電容量の低下が
特に抑制されており、高温保存特性すなわち長期信頼性において特に優れていることがわ
かる。
【００９２】
　表７は、実施例３０において、陰極層側の第２の導電性高分子層に含有させるポリグリ
セリンの平均分子量を、１００、２００、８００、１０００、１２００、１５００、１８
００、２０００及び３０００に変化させたときの固体電解コンデンサＤ１９～Ｄ２７にお
ける長期信頼性試験結果を示している。なお、表７においては、固体電解コンデンサＣ７
の結果を併せて示している。
【００９３】
　表８は、参考例２４において、誘電体層側の第１の導電性高分子層に含有させるポリグ
リセリンの平均分子量を、１００、２００、８００、１０００、１２００、１５００、１
８００、２０００、及び３０００に変化させた固体電解コンデンサＥ１～Ｅ９における長
期信頼性試験結果を示している。なお、表８には、固体電解コンデンサＣ１の測定結果も
併せて示している。
 
【００９４】
【表７】

【００９５】
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【表８】

【００９６】
　表７及び表８に示す結果から明らかなように、ポリグリセリンの平均分子量が２００以
上２０００未満の範囲において、ＥＳＲの増大率及び静電容量の低下が特に抑制されてお
り、高温保存特性すなわち長期信頼性において特に優れていることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の一実施形態の固体電解コンデンサを示す模式的断面図
【図２】本発明の他の実施形態の固体電解コンデンサを示す模式的断面図
【符号の説明】
【００９８】
１…陽極リード
２…陽極
３…誘電体層
４…電解質層
４ａ…第１の導電性高分子層
４ｂ…第２の導電性高分子層
４ｃ…第３の導電性高分子層
５…カーボン層
６…銀ペースト層
７…導電性接着剤層
８…陽極端子
９…陰極端子
１０…モールド外装樹脂
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